
海
外
拠
点
か
ら

日
本
へ
犯
行
指
示
も

マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
や
そ

の
前
提
犯
罪
を
行
う
組
織
や
犯
行
拠

点
は
多
様
化
し
て
お
り
、
犯
行
の
手

法
・
形
態
も
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て

い
る
。

　

警
察
庁
の
「
令
和
４
年
版
犯
罪
収

益
移
転
危
険
度
調
査
書
」
に
よ
る
と
、

特
殊
詐
欺
の
犯
行
グ
ル
ー
プ
は
、
首

謀
者
を
中
心
に
詐
取
金
の
引
き
出
し

役
や
犯
行
ツ
ー
ル
の
調
達
役
な
ど
役

割
を
分
担
し
、
組
織
的
に
詐
欺
を
行

っ
て
い
る
。
詐
取
金
の
振
込
先
に
は
、

架
空
口
座
や
他
人
名
義
の
口
座
が
利

用
さ
れ
る
な
ど
、
資
金
の
出
所
や
真

の
所
有
者
を
分
か
ら
な
く
す
る
マ
ネ

ロ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
。

犯
行
グ
ル
ー
プ
は
、
犯
行
拠
点
と

し
て
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
ス
、

民
泊
、
ホ
テ
ル
、
車
両
な
ど
を
使
用

し
て
お
り
、
外
国
の
拠
点
を
利
用
し

て
い
る
事
例
も
あ
る
（
注
１
）。
最
近

の
報
道
に
よ
れ
ば
、
全
国
で
相
次
ぐ

強
盗
事
件
に
関
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

か
ら
日
本
国
内
の
実
行
役
に
指
示
を

出
し
て
い
た
「
ル
フ
ィ
」
と
名
乗
る

人
物
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
拠
点
を
置

く
特
殊
詐
欺
グ
ル
ー
プ
幹
部
だ
っ
た

と
さ
れ
る
。
被
害
者
か
ら
詐
取
し
た

資
金
を
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
出
金
す
る
「
出

し
子
」
ら
に
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら

指
示
を
出
し
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
犯
罪
を
行
う
、
わ
が

国
の
代
表
的
な
組
織
は
暴
力
団
で
あ

る
。
暴
力
団
は
、
集
団
的
ま
た
は
常

習
的
に
犯
罪
を
行
っ
て
お
り
、
暴
力

団
対
策
法
の
規
定
で
指
定
暴
力
団
と

し
て
25
団
体
が
指
定
さ
れ
て
い
る

（
２
０
２
２
年
10
月
１
日
現
在
）。

こ
の
ほ
か
近
年
、
暴
力
団
の
よ
う
な

明
確
な
組
織
構
造
を
有
し
な
い
「
半

グ
レ
」
と
い
わ
れ
る
準
暴
力
団
等
も
、

特
殊
詐
欺
等
の
違
法
な
資
金
獲
得
活

動
を
活
性
化
さ
せ
て
お
り
、
違
法
に

得
た
資
金
の
一
部
を
暴
力
団
に
上
納

す
る
実
態
も
あ
る
（
注
２
）。

　

わ
が
国
に
お
け
る
マ
ネ
ロ
ン
等
に

お
け
る
主
体
は
、
暴
力
団
、
特
殊
詐

欺
グ
ル
ー
プ
、
外
国
人
犯
罪
者
グ
ル

ー
プ
で
あ
り
（
注
３
）、
こ
れ
ら
は
密

接
に
関
係
し
、
連
携
し
な
が
ら
、
金

融
犯
罪
・
マ
ネ
ロ
ン
等
を
敢
行
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。

ラ
ン
サ
ム
ウ
エ
ア
に
よ
る

被
害
も
拡
大

　

犯
行
の
手
法
も
変
化
し
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

等
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用

時
間
や
Ｅ
Ｃ
（
オ
ン
ラ
イ
ン
通
販
）

に
お
け
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済

が
増
加
し
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
詐
欺
の

被
害
も
増
大
し
て
い
る
可
能
性
（
注

４
）
が
あ
る
。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
の
普
及
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
サ
ー
ビ
ス
利
用
機
会
の
拡
大
を
悪

用
す
る
犯
罪
が
拡
大
し
て
い
る
可
能

性
（
注
５
）
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
注

意
が
必
要
だ
。

　

「
ラ
ン
サ
ム
ウ
エ
ア
」
に
よ
る
被

害
も
、
国
内
外
を
問
わ
ず
市
民
生
活

に
ま
で
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
（
注
６
）。
ラ
ン
サ
ム
ウ
エ
ア
と
は
、

「R
ansom

」（
身
代
金
）
と
「Soft-

w
are

」（
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
）
を
組
み

合
わ
せ
た
造
語
で
あ
る
。
犯
罪
者
が

不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
メ
ー
ル
送
信
な

ど
に
よ
っ
て
企
業
・
組
織
等
の
パ
ソ

コ
ン
な
ど
に
感
染
さ
せ
、
保
存
さ
れ

て
い
た
デ
ー
タ
を
暗
号
化
し
て
使
用

で
き
な
い
状
態
に
し
た
上
で
、
そ
の

デ
ー
タ
を
元
の
状
態
に
戻
す
対
価

ＫＰＭＧ／あずさ監査法人
金融アドバイザリー事業部　
エグゼクティブ・アドバイザー

尾崎 寛

日
本
の
マ
ネ
ロ
ン
対
策
、
次
の
一
手

変
化
す
る
マ
ネ
ロ
ン
リ
ス
ク

【
連
載
】
第
２
回
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（
金
銭
や
暗
号
資
産
）
を
要
求
す
る

こ
と
を
指
す
。

　

国
際
社
会
に
お
い
て
は
「
ラ
ン
サ

ム
ウ
エ
ア
の
発
達
と
急
増
は
、
金
融

機
関
が
現
在
直
面
し
て
い
る
課
題
の

な
か
で
最
も
重
大
な
も
の
の
一
つ
で

あ
る
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
注
７
）。

日
本
国
内
の
ラ
ン
サ
ム
ウ
エ
ア
に
よ

る
感
染
被
害
は
、
22
年
に
報
告
件
数

が
２
３
０
件
と
な
る
な
ど
、
サ
イ
バ

ー
空
間
に
お
け
る
脅
威
が
続
い
て
い

る
（
図
表
）。
こ
れ
ら
の
被
害
の
中

に
は
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
北
朝
鮮
と

い
っ
た
国
家
を
背
景
に
持
つ
サ
イ
バ

ー
攻
撃
集
団
に
よ
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃

も
含
ま
れ
て
い
る
（
注
８
）。

犯
罪
者
は
新
技
術
や

脆
弱
性
を
活
用

　

ま
た
、「
収
納
代
行
ス
キ
ー
ム
」

に
お
け
る
リ
ス
ク
も
見
ら
れ
る
。
あ

る
事
業
者
は
、
第
三
者
か
ら
代
理
受

領
権
を
取
得
し
た
上
で
、
当
該
第
三

者
か
ら
事
業
者
の
銀
行
口
座
に
入
金

さ
せ
、
そ
の
資
金
を
、
海
外
に
所
在

す
る
別
の
事
業
者
に
対
し
て
ま
と
め

て
送
金
し
て
い
る
。
こ

の
際
、
銀
行
は
、
顧
客

宛
て
に
入
金
を
す
る
者

や
最
終
的
に
資
金
を
受

領
す
る
者
の
実
態
を
直

接
把
握
で
き
な
い
。
暗

号
資
産
交
換
業
者
が
銀

行
に
開
設
し
て
い
る
銀

行
口
座
を
受
け
皿
と
し

て
、
不
正
送
金
を
行
う

事
例
も
確
認
さ
れ
て
い

る
（
注
９
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
技
術

革
新
等
は
さ
ま
ざ
ま
な

面
で
国
民
生
活
の
利
便

性
を
向
上
さ
せ
て
い
る

一
方
で
、
犯
罪
者
等
が

先
端
技
術
や
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
等
を

悪
用
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い

る
。
金
融
犯
罪
の
脅
威
は
、
サ
イ
バ

ー
空
間
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
領
域

に
お
い
て
拡
大
し
て
お
り
、
新
た
な

手
法
・
形
態
に
よ
る
マ
ネ
ロ
ン
事
案

等
が
発
生
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

金
融
機
関
も
リ
ス
ク
の
変
化
を
捉

え
、
特
定
・
評
価
し
、
技
術
も
活
用

し
な
が
ら
、
リ
ス
ク
へ
の
対
応
を
高

度
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

（
本
稿
の
意
見
に
関
す
る
部
分
は
筆
者

の
個
人
的
見
解
で
あ
る
）

（
注
）１　

国
家
公
安
委
員
会
「
令
和
４
年

犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
」
13

ペ
ー
ジ
。

２　

同
44
ペ
ー
ジ
、
本
文
お
よ
び
脚

注
。

３　

同
12
ペ
ー
ジ
、
１
項
。

４　

警
察
庁
「
令
和
４
年
版
警
察
白

書
」
第
１
節
技
術
革
新
に
伴
う
現
代

社
会
に
お
け
る
脅
威
、
第
１
項
先
端

技
術
等
の
悪
用
に
よ
り
深
刻
化
す
る

現
代
社
会
に
お
け
る
脅
威
と
対
策
。

５　

警
察
庁
「
令
和
４
年
版
警
察
白

書
」
第
１
節
技
術
革
新
に
伴
う
現
代

社
会
に
お
け
る
脅
威
、
第
１
項
先
端

技
術
等
の
悪
用
に
よ
り
深
刻
化
す
る

現
代
社
会
に
お
け
る
脅
威
と
対
策
、

①
深
刻
化
す
る
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お

け
る
脅
威
、
ア
電
子
商
取
引
を
め
ぐ

る
サ
イ
バ
ー
事
案
、
お
よ
び
フ
ィ
ッ

シ
ン
グ
対
策
協
議
会
技
術
・
制
度
検

討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
「
フ
ィ
ッ

シ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
２
０
２
２
」
14
ペ

ー
ジ
。

６　

警
察
庁
広
報
資
料
（
23
年
３
月

16
日
）「
令
和
４
年
に
お
け
る
サ
イ

バ
ー
空
間
を
め
ぐ
る
脅
威
の
情
勢
等

に
つ
い
て
」。

７　

22
年
10
月
21
日
、
Ｇ
７
サ
イ
バ

ー
・
エ
キ
ス
パ
ー
ト
・
グ
ル
ー
プ

（C
yber E

xpert G
roup

）
が
作
成

し
、
Ｇ
７
議
長
国
ド
イ
ツ
が
公
表
し

た
「
金
融
セ
ク
タ
ー
の
ラ
ン
サ
ム
ウ

エ
ア
に
対
す
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
関

す
る
Ｇ
７
の
基
礎
的
要
素
」
１
項
。

８　

警
察
庁
「
令
和
４
年
版
警
察
白

書
」
第
１
節
技
術
革
新
に
伴
う
現
代

社
会
に
お
け
る
脅
威
、
第
１
項
先
端

技
術
等
の
悪
用
に
よ
り
深
刻
化
す
る

現
代
社
会
に
お
け
る
脅
威
と
対
策
、

①
深
刻
化
す
る
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お

け
る
脅
威
、
ウ
国
家
を
背
景
に
持
つ

サ
イ
バ
ー
攻
撃
集
団
に
よ
る
サ
イ
バ

ー
攻
撃
。

９　

国
家
公
安
委
員
会
「
令
和
４
年

犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
」
69

ペ
ー
ジ
「
所
管
行
政
庁
が
新
た
に
把

握
し
た
脅
威
・
脆
弱
性
等
」。

〔図表〕 企業・団体等におけるランサムウエア被害の
報告件数推移

（出所） 　警察庁広報資料
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